
北方町長様   　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
〒　　　　　　－

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 昭和　・　平成　・　令和　・　西暦

年　　　　　　　　月　　　　　　日

電話番号 　　　　　　　　　　ー　　　　　　　　　　　ー

※必要事項が記載されていない、書類が不足している等の不備がある場合に連絡させていただきます。

　連絡がとれない場合は申請書等をお返しすることがあります。

　□本人または同一世帯の人　

　　※死亡や転出等により除かれた方は「同一世帯の人」ではありません。

　□その他の人・・・必要な人（対象者）との関係（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※その他の人が請求をする場合は、「本人からの委任状」または「必要とする理由・疎明資料」

　　　が必要となります。以下の欄に必要とする理由を記入してください。

（　　　　　　　　　　　　　　　）
　□請求者本人

　□本人以外（氏名、生年月日を記載してください。）

昭和　・　平成　・　令和　・　西暦

年　　　　　　月　　　　日

　□請求者と同じ

　□請求者とは違う（以下に対象者の住所を記入）

　　岐阜県本巣郡北方町

　□住民票〔世帯全員〕 通

　□住民票〔世帯の一部または除票〕　 通

　□記載事項証明書 通

　□世帯主・続柄

　□本籍・筆頭者 日本国籍の方のみ

　□国籍

　□在留資格

　□在留カード等の番号

　□その他表示が必要な項目（マイナンバー、住所履歴等）

（　　　　　　　　　　）
●宛先●

〒501-0492 岐阜県本巣郡北方町長谷川１－１
北方町役場　住民保険課（住民票請求）　　　

（電話）０５８－３２３－１１１３

※次ページ（裏面）も必ずご確認ください。

郵送用住民票等写交付申請書

★平日昼間に連絡がとれる電話番号を
必ず記入してください。

住所

氏名

請求資格
および

使用目的

対象者
（記載してほ

しい人）
　氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住所

証明書　　　　
の種類

通数を記入してください。
すべて１通３００円です。

　　外国籍の方のみ

請求者
（あなた）

必要な　　
証明書　　　
の内容

表示する
項目

記載がない場合は、すべ
て省略したものをお送りし
ます。

本人から委任されていな
いその他の方からの請求
の場合は、原則すべて省
略したものをお送りしま
す。



●同封するもの●
１．手数料分の定額小為替
　　郵便局で購入し、未記入のまま同封してください。切手等では受付できません。

２．あなたのお名前と現住所が確認できる書類
　　現在の住民登録地が載ったマイナンバーカードや運転免許証、資格確認書等のコピー

３．証明書の返信用封筒

４．第三者の証明書を必要とする場合は、証明書の使用目的が説明できる資料（契約書のコピーなど）

※手数料は市区町村により異なります。

　 北方町以外に証明書を請求される場合は、あらかじめ各市区町村にお確かめ下さい。

※偽り、その他不正の手段により交付を受けたときは、過料に処せられます。不当な使用目的の場合は交付できません。

※使用目的の理由によっては、交付できない場合もあります。

    切手を貼って、あなたの住所・氏名を記入してください。
　　返信に必要な切手が不足している場合は、「不足料金着払い」にて送付します。
　　また、速達を希望される場合は、通常郵便料金に加えて速達料金を貼付してください。
　　会社等への返送はできません。


